
凡　例

令和７年愛宕山千日詣りに伴う臨時交通規制

車両通行止め

一方通行（北行）

既設一方通行
（南行）

京都市右京区嵯峨鳥居本深谷町２番地５

（愛宕寺）

金鈴橋

清滝トンネル北口

清滝トンネル南口

京都バス転回場

嵯峨清滝５号線

日 時 対 象 禁止する方向

自動車

（大型及び二輪を除く）
南行

清滝トンネル北口から

清滝トンネル南口まで

市道釈迦堂清滝道

（清滝トンネル）

道 路 名

一方通行

区 間

道 路 名 日 時

府道清滝鳥居本線

嵯峨清滝５号線、

愛宕道及び

府道清滝鳥居本線

金鈴橋西詰から

京都バス転回場三叉路まで
車両

車両

（二輪及び自転車を除く）

府 道 京 都 日 吉 美 山 線 か ら

右京区嵯峨鳥居本深谷町2番地5先まで

車両通行止め

区 間 対 象

臨時交通規制実施中、清滝トンネルの信号機は休止されま

す。

大型車、二輪車の方が清滝トンネルを南行する際は、現場

警察官の指示に従って通行してください。


